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冬の積雪・凍結による転倒災害防止について 
 

～ 「STOP！冬季の労働災害」の取組を徹底します。 ～ 

島根労働局（局長 田村
た む ら

和美
か ず み

）では、冬季における積雪や路面等の凍結に起因する

転倒などの労働災害を防止するため、以下の取組を徹底します。 
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１ 背景 

 島根県内では、昨年 12 月から今年２月にかけて、積雪や路面等の凍結に起因した

休業４日以上の労働災害が 82 件発生し、昨年の同時期 41 件から倍増しました。こ

のうち、66 件（80.5％）は転倒によるもので、特に２月４日の大雪後に多発しまし

た。 

また、休業４日以上の交通労働災害も 12 件発生しているほか、労働災害には該当

しませんが、雪下ろし作業による死亡事故も複数発生しています。 

冬季特有の積雪・凍結に起因する労働災害や事故の防止のため、各事業場において

早期の取組を進めることが重要です。 
 
２ 取組の内容 
（１）転倒災害の発生状況や、対策をコンパクトに取りまとめた周知用リーフレッ

ト（別添）を作成しました。 
（２）（１）のリーフレットを関係行政機関や労働災害防止団体、関係業界団体等へ

送付し、周知を要請します。 
（３）島根労働局及び管内労働基準監督署において、監督指導や安全衛生指導等を

通じて事業場に対し、対策の取組について周知指導します。 
（４）管内ハローワークにおいて、事業場を訪問する際や事業場担当窓口において、

リーフレットを配付し事業場に周知します。 

 










